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「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解」の改訂案 

【一般型地方独立行政法人】 

地独法改訂案 地独法現行 国大現行 

第 21 費用の定義 

 地方独立行政法人の費用とは、サービスの提供、財貨の引渡又は生産

その他の地方独立行政法人の業務に関連し、資産の減少又は負債の増加

をもたらすものであり、地方独立行政法人の会計上の財産的基礎が減少

する取引を除いたものをいう。（注 15） 

 

＜注 15＞ 公立大学法人の費用の定義から除かれる事例について 

 資本取引として公立大学法人の費用から除外されるものの例

は、以下のとおり。 

(1)～(4) ［略］ 

(5) 「第 88 特定の有価証券の会計処理」を行うこととされた有価

証券に係る投資事業有限責任組合損失相当額、評価損相当額又は

売却損相当額 

 

第 21 費用の定義 

 地方独立行政法人の費用とは、サービスの提供、財貨の引渡又は生産

その他の地方独立行政法人の業務に関連し、資産の減少又は負債の増加

をもたらすものであり、地方独立行政法人の会計上の財産的基礎が減少

する取引を除いたものをいう。（注 15） 

 

＜注 15＞ 公立大学法人の費用の定義から除かれる事例について 

 資本取引として公立大学法人の費用から除外されるものの例

は、以下のとおり。 

(1)～(4) ［略］ 

［新設］ 

 

第２０ 費用の定義 

国立大学法人等の費用とは、教育研究の実施、財貨の引渡又は生産そ

の他の国立大学法人等の業務に関連し、資産の減少又は負債の増加をも

たらすものであり、国立大学法人等の会計上の財産的基礎が減少する取

引を除いたものをいう。（注１３） 

 

＜注１３＞ 国立大学法人等の費用の定義から除かれる事例について 

資本取引として国立大学法人等の費用から除外されるものの

例は、以下のとおり。 

(1)～(4) ［略］ 

(5) 「第７９ 特定の有価証券の会計処理」を行うこととされた

有価証券に係る投資事業有限責任組合損失相当額、評価損相当

額又は売却損相当額 

第 22 収益の定義 

 地方独立行政法人の収益とは、サービスの提供、財貨の引渡又は生産

その他の地方独立行政法人の業務に関連し、資産の増加又は負債の減少

をもたらすものであり、地方独立行政法人の会計上の財産的基礎が増加

する取引を除いたものをいう。（注 16） 

 

＜注 16＞ 公立大学法人の収益の定義から除かれる事例について 

 資本取引として公立大学法人の収益から除外されるものの例

は、以下のとおり。 

 

 

(1) 「第87 特定の資産に係る費用相当額の会計処理」を行うこ

ととされた償却資産の売却、交換又は除去等に直接起因する資産

の増加又は負債の減少（又は両者の組合せ） 

(2) 「第88 特定の有価証券の会計処理」を行うこととされた有価

証券に係る投資事業有限責任組合利益相当額、財務収益相当額又

第 22 収益の定義 

 地方独立行政法人の収益とは、サービスの提供、財貨の引渡又は生産

その他の地方独立行政法人の業務に関連し、資産の増加又は負債の減少

をもたらすものであり、地方独立行政法人の会計上の財産的基礎が増加

する取引を除いたものをいう。（注 16） 

 

＜注 16＞ 公立大学法人の収益の定義から除かれる事例について 

 資本取引として公立大学法人の収益から除外されるものの例と

して、「第87 特定の資産に係る費用相当額の会計処理」を行うこ

ととされた償却資産の売却、交換又は除去等に直接起因する資産

の増加又は負債の減少（又は両者の組合せ）がある。 

［新設］ 

 

    ［新設］ 

第２１ 収益の定義 

国立大学法人等の収益とは、教育研究の実施、財貨の引渡又は生産そ

の他の国立大学法人等の業務に関連し、資産の増加又は負債の減少をも

たらすものであり、国立大学法人等の会計上の財産的基礎が増加する取

引を除いたものをいう。（注１４） 

 

＜注１４＞ 国立大学法人等の収益の定義から除かれる事例について 

資本取引として国立大学法人等の収益から除外されるものの

例は、以下のとおり。 

 

 

(1) 「第７８ 特定の償却資産の減価に係る会計処理」を行うこと

とされた償却資産の売却、交換又は除去等に直接起因する資産

の増加又は負債の減少（又は両者の組合せ） 

(2) 「第７９ 特定の有価証券に係る会計処理」を行うこととされ

た有価証券に係る投資事業有限責任組合利益相当額、財務収益
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地独法改訂案 地独法現行 国大現行 

は売却益相当額 

 

相当額又は売却益相当額 

第 31 有価証券の評価基準及び評価方法 

１ （略） 

２ 有価証券は、地方独立行政法人が保有する目的により、次のように区

分し、評価差額等について処理した上、それぞれ区分ごとの評価額をも

って貸借対照表価額としなければならない。 

(1)・(2) （略） 

(3) 関係会社株式 

   関係会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。ただし、

当該会社の財務諸表を基礎とした純資産額に持分割合を乗じて算定

した額が取得原価よりも下落した場合には、当該算定額をもって貸借

対照表価額とし、「第 88 特定の有価証券の会計処理」を行うことと

された有価証券を除き、評価差額は当期の費用として処理するととも

に、翌期首に取得原価に洗い替えなければならない。 

(4) その他の関係会社有価証券（公立大学法人に限る。） 

  投資事業有限責任組合契約に関する法律（平成 10年法律第 90号）

第３条第１項に規定する投資事業有限責任組合契約に基づき取得し

た有価証券は投資事業有限責任組合の財産の持分相当額をもって貸

借対照表価額とし、投資事業有限責任組合の業務の執行により獲得し

た損益の持分相当額は、「第 88 特定の有価証券の会計処理」を行う

こととされた有価証券を除き、当期の損益として計上する。ただし、

有限責任の特約がある場合にはその範囲内で損益を認識する。 

投資事業有限責任組合が、その他有価証券の評価差額を計上して

いる場合には、その持分相当額を純資産の部にその他有価証券の評

価差額として計上し、他の剰余金と区分しなければならない。 

(5) その他有価証券 

売買目的有価証券、満期保有目的の債券、関係会社株式及びその他

の関係会社有価証券以外の有価証券（以下「その他有価証券」とい

う。）は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額はその全額を

純資産の部に計上し、翌期首に取得原価に洗い替えなければならな

い。なお、純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額につい

第 31 有価証券の評価基準及び評価方法 

１ （略） 

２ 有価証券は、地方独立行政法人が保有する目的により、次のように区

分し、評価差額等について処理した上、それぞれ区分ごとの評価額をも

って貸借対照表価額としなければならない。 

(1)・(2) （略） 

(3) 関係会社株式 

    関係会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。ただし、

当該会社の財務諸表を基礎とした純資産額に持分割合を乗じて算定

した額が取得原価よりも下落した場合には、当該算定額をもって貸借

対照表価額とし、評価差額は当期の費用として処理するとともに、翌

期首に取得原価に洗い替えなければならない。 

 

［新設］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) その他有価証券 

売買目的有価証券、満期保有目的の債券及び関係会社株式以外の

有価証券（以下「その他有価証券」という。）は、時価をもって貸借

対照表価額とし、評価差額はその全額を純資産の部に計上し、翌期首

に取得原価に洗い替えなければならない。なお、純資産の部に計上さ

第３０ 有価証券の評価基準及び評価方法 

１  （略） 

２ 有価証券は、国立大学法人等が保有する目的により、次のように区分

し、評価差額等について処理した上、それぞれ区分ごとの評価額をもっ

て貸借対照表価額としなければならない。 

(1)・ (2) （略） 

 (3) 関係会社株式 

関係会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。ただし、

当該会社の財務諸表を基礎とした純資産額に持分割合を乗じて算定

した額が取得原価よりも下落した場合には、当該算定額をもって貸

借対照表価額とし、「第７９ 特定の有価証券の会計処理」を行うこ

ととされた有価証券を除き、評価差額は当期の費用として処理する

とともに、翌期首に取得原価に洗い替えなければならない。 

 (4) その他の関係会社有価証券 

投資事業有限責任組合契約に関する法律（平成１０年法律第９０

号）第３条第１項に規定する投資事業有限責任組合契約に基づき取

得した有価証券は投資事業有限責任組合の財産の持分相当額をもっ

て貸借対照表価額とし、投資事業有限責任組合の業務の執行により

獲得した損益の持分相当額は、「第７９ 特定の有価証券の会計処理」

を行うこととされた有価証券を除き、当期の損益として計上する。た

だし、有限責任の特約がある場合にはその範囲内で損益を認識する。 

投資事業有限責任組合が、その他有価証券の評価差額を計上して

いる場合には、その持分相当額を純資産の部にその他有価証券の評

価差額として計上し、他の剰余金と区分しなければならない。 

 (5) その他有価証券 

売買目的有価証券、満期保有目的の債券、関係会社株式及びその他

の関係会社有価証券以外の有価証券（以下「その他有価証券」とい

う。）は、時価（新株予約権については、取得原価又は本源的価値（「第

８０ 特定の新株予約権の会計処理」において定める本源的価値をい

う。以下同じ。））をもって貸借対照表価額とし、評価差額はその全
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地独法改訂案 地独法現行 国大現行 

ては、純資産の部に計上される他の剰余金と区分して記載しなけれ

ばならない。(注 24) 

 

 

 

 

 

３ （略） 

 

＜注 24＞＜注 25＞ （略） 

 

＜注 26＞満期保有目的の債券とその他有価証券との区分 

 １ その他有価証券とは、売買目的有価証券、満期保有目的の債券、

関係会社株式及びその他の関係会社有価証券以外の有価証券で

あり、長期的な時価の変動により利益を得ることを目的として保

有する有価証券や、政策的な目的から保有する有価証券が含まれ

ることになる。 

２ （略） 

 

＜注 27＞ （略） 

 

れるその他有価証券の評価差額については、純資産の部に計上され

る他の剰余金と区分して記載しなければならない。(注 24) 

 

 

 

 

 

 

３ （略） 

 

＜注 24＞＜注 25＞ （略） 

 

＜注 26＞満期保有目的の債券とその他有価証券との区分 

 １ その他有価証券とは、売買目的有価証券、満期保有目的の債券

及び関係会社株式以外の有価証券であり、長期的な時価の変動に

より利益を得ることを目的として保有する有価証券や、政策的な

目的から保有する有価証券が含まれることになる。 

２ （略） 

 

＜注 27＞ （略） 

額を純資産の部に計上し、翌期首に取得原価に洗い替えなければな

らない。なお、純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額に

ついては、純資産の部に計上される他の剰余金と区分して記載しな

ければならない（「第７６ 寄附金の会計処理」により、寄附金債務

として負債に計上する場合及び「第９２ 大学運営基金の会計処理」

により大学運営基金の科目により資本剰余金に組み入れる場合を除

く。）。（注２０）（注６３）（注７５） 

３ （略） 

 

＜注２０＞＜注２１＞ （略） 

 

＜注２２＞ 満期保有目的の債券とその他有価証券との区分 

１ その他有価証券とは、売買目的有価証券、満期保有目的の債券及

び関係会社株式及びその他の関係会社有価証券以外の有価証券で

あり、長期的な時価の変動により利益を得ることを目的として保

有する有価証券が含まれることになる。 

２ （略） 

 

＜注２３＞ （略） 

 

第 52 資産の表示項目 

１・２ （略） 

３ 投資その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当

該資産を示す名称を付した科目をもって表示しなければならない。 

(1)・(2) （略） 

(3) その他の関係会社有価証券（公立大学法人に限る。） 

(4)～(10) （略） 

４ （略） 

 

第 52 資産の表示項目 

１・２ （略） 

３ 投資その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当

該資産を示す名称を付した科目をもって表示しなければならない。 

(1)・(2) （略） 

(3) その他の関係会社有価証券 

(4)～(10) （略） 

４ （略） 

第４９ 資産の表示項目 

１・２ （略） 

３ 投資その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当

該資産を示す名称を付した科目をもって表示しなければならない。 

 (1)・(2) （略） 

(3) その他の関係会社有価証券 

(4)～(11) （略） 

４ （略） 

第 55 純資産の表示項目 

１～３ （略） 

第 55 純資産の表示項目 

１～３ （略） 

第５２ 純資産の表示項目 

１ （略） 
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地独法改訂案 地独法現行 国大現行 

４ 公立大学法人においては、資本剰余金について資本剰余金の総額を表

示するとともに、「第 87 特定の資産に係る費用相当額の会計処理｣を

行うこととされた償却資産の減価償却相当額の累計額又は減損損失相

当額の累計額、「第 88 特定の有価証券の会計処理」を行うこととされた

有価証券の有価証券損益相当額の累計額（確定）又は有価証券損益相当

額の累計額（その他）及び「第 91 資産除去債務に係る特定の除去費用

等の会計処理」を行うこととされた除去費用等に係る減価償却相当額の

累計額及び利息費用相当額の累計額を、それぞれ減価償却相当累計額又

は減損損失相当累計額、有価証券損益相当累計額（確定）又は有価証券

損益相当累計額（その他）、利息費用相当累計額及び除売却差額相当累

計額として加算又は控除して表示しなければならない。 

 

５ （略） 

 

４ 公立大学法人においては、資本剰余金について資本剰余金の総額を表

示するとともに、「第 87 特定の資産に係る費用相当額の会計処理｣を

行うこととされた償却資産の減価償却相当額の累計額又は減損損失相

当額の累計額、「第 91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処

理」を行うこととされた除去費用等に係る減価償却相当額の累計額及び

利息費用相当額の累計額を、それぞれ減価償却相当累計額又は減損損失

相当累計額及び利息費用相当累計額及び除売却差額相当累計額として

加算又は控除して表示しなければならない。 

 

 

 

５ （略） 

２ 資本剰余金は、資本剰余金の総額を表示するとともに、「第７８ 特

定の償却資産の減価に係る会計処理｣を行うこととされた償却資産の減

価償却相当額の累計額又は減損損失相当額の累計額、「第７９ 特定の

有価証券の会計処理」を行うこととされた有価証券の有価証券損益相当

額の累計額（確定）又は有価証券損益相当額の累計額（その他）及び「第

８６ 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」を行うことと

された除去費用等に係る減価償却相当額の累計額、利息費用相当額の累

計額及び除売却差額相当額の累計額を、それぞれ減価償却相当累計額又

は減損損失相当累計額、有価証券損益相当累計額（確定）又は有価証券

損益相当累計額（その他）、利息費用相当累計額及び除売却差額相当累

計額として加算又は控除して表示しなければならない。（注３７） 

３～４ （略） 

 

  ＜注３７＞ （略） 

第 56 貸借対照表の様式 

１ （略） 

２ （略） 

 

貸借対照表 

（○○年３月 31日） 

資産の部 

Ⅰ・Ⅱ （略） 

 

負債の部 

Ⅰ・Ⅱ （略） 

 

純資産の部 

Ⅰ （略） 

Ⅱ 資本剰余金 

   資本剰余金                               ××× 

   減価償却相当累計額（－）               －××× 

   減損損失相当累計額（－）              －××× 

第 56 貸借対照表の様式 

１ （略） 

２ （略） 

 

貸借対照表 

（○○年３月 31日） 

資産の部 

Ⅰ・Ⅱ （略） 

 

負債の部 

Ⅰ・Ⅱ （略） 

 

純資産の部 

Ⅰ （略） 

Ⅱ 資本剰余金 

   資本剰余金                               ××× 

   減価償却相当累計額（－）               －××× 

   減損損失相当累計額（－）              －××× 

第５３ 貸借対照表の様式 

  貸借対照表の標準的な様式は、次のとおりとする。 

 

 

貸借対照表 

（○○年３月31日） 

  資産の部 

Ⅰ・Ⅱ （略） 

 

負債の部 

Ⅰ・Ⅱ （略） 

 

純資産の部 

Ⅰ （略） 

Ⅱ 資本剰余金 

   資本剰余金                               ××× 

   減価償却相当累計額（－）               －××× 

   減損損失相当累計額（－）              －××× 
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   有価証券損益相当累計額（確定）（±）    ±××× 

      有価証券損益相当累計額（その他）（±）   ±××× 

   利息費用相当累計額（－）               －××× 

   除売却差額相当累計額（－）             －××× 

 

 

資本剰余金合計                        ××× 

 

Ⅲ・Ⅳ （略） 

 

   ［新設］ 

   ［新設］ 

   利息費用相当累計額（－）               －××× 

   除売却差額相当累計額（－）             －××× 

 

 

資本剰余金合計                       ××× 

 

Ⅲ・Ⅳ （略） 

 

   有価証券損益相当累計額（確定）（±）    ±××× 

      有価証券損益相当累計額（その他）（±）   ±××× 

   利息費用相当累計額（－）               －××× 

   除売却差額相当累計額（－）             －××× 

   民間出えん金                ××× 

   大学運営基金                ××× 

資本剰余金合計                        ××× 

 

Ⅲ・Ⅳ （略） 

 

第 67 純資産変動計算書の様式 

 純資産変動計算書の標準的な様式は、次のとおりとする。 

純資産変動計算書 

（○○年４月１日～○○年３月 31日） 

 

※（別紙）「純資産変動計算書」を参照。 

 

第 67 純資産変動計算書の様式 

 純資産変動計算書の標準的な様式は、次のとおりとする。 

純資産変動計算書 

（○○年４月１日～○○年３月 31日） 

 

 

第６０ 純資産変動計算書の様式 

純資産変動計算書の標準的な様式は、次のとおりとする。 

純資産変動計算書 

（○○年４月１日～○○年３月31日） 

 

 

第 78 注記 

１ （略） 

２ 重要な会計方針に係る注記事項は、まとめて記載するものとする。そ

の他の注記事項についても、重要な会計方針の注記の次に記載すること

ができる。ただし、公立大学法人において、資本剰余金を減額したコス

ト等に関する注記及び科学研究費助成事業等に関する注記については、

損益計算書の次に記載するものとする。（注 53）（注 54）（注 55）（注 56）

（注 57）（注 58）（注 59）（注 60）（注 61） 

 

 

＜注 52＞～＜注 56＞ （略） 

 

＜注 57＞ 産業競争力強化法第 21条に基づく出資に関する注記 

産業競争力強化法（平成 25年法律第 98号）第 21条の規定に基

づき、公立大学法人が必要な資金の出資を行い取得する有価証券

第 78 注記 

１ （略） 

２ 重要な会計方針に係る注記事項は、まとめて記載するものとする。そ

の他の注記事項についても、重要な会計方針の注記の次に記載すること

ができる。ただし、公立大学法人において、資本剰余金を減額したコス

ト等に関する注記及び科学研究費助成事業等に関する注記については、

損益計算書の次に記載するものとする。（注 53）（注 54）（注 55）（注 56）

（注 57）（注 58）（注 59）（注 60） 

 

 

＜注 52＞～＜注 56＞ （略） 

 

 ［新設］ 

 

 

第７１ 注記 

１ （略） 

２ 重要な会計方針に係る注記事項は、まとめて記載するものとする。た

だし、資本剰余金を減額したコスト等に関する注記及び科学研究費助成

事業等に関する注記については、損益計算書の次に記載するものとす

る。その他の注記事項についても、重要な会計方針の注記の次に記載す

ることができる。（注４７）（注４８）（注４９）（注５０）（注５１）

（注５２）（注５３）（注５４）（注５５）（注５６）（注５７）（注

５８） 

 

  ＜注４７＞～＜注５３＞ （略） 

 

  ＜注５４＞ 産業競争力強化法第２１条に基づく出資に関する注記 

産業競争力強化法第２１条に基づき、国立大学法人等が必要な

資金の出資を行い取得する有価証券について、国立大学法人法施
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について、設立団体の長による指定を受けた場合には、当該有価

証券を発行する特定研究成果活用支援事業者が認定特定研究成果

活用支援事業計画に沿って実施する特定研究成果活用支援事業の

概要、当該特定研究成果活用支援事業を実施する法人の財務状況

及び投資事業有限責任組合の活動状況について注記するものとす

る。 

 

＜注 58＞ 資本剰余金を減額したコスト等に関する注記（公立大学法

人等に限る。） 

当期総利益に、次に掲げる項目を加減した金額を注記するもの

とする。 

(1) （略） 

(2) 「第 88 特定の有価証券の会計処理」を行うこととされた有価

証券の投資事業有限責任組合損益相当額、評価損相当額、財務収

益相当額又は売却損益相当額 

(3) （略） 

(4) （略） 

(5) （略） 

(6) （略） 

(7) （略） 

(8) （略） 

 

＜注 59＞＜注 60＞ （略） 

 

＜注 61＞ 機会費用計算の注記について 

 公立大学法人の業務運営に関して住民等の負担に帰せられるコ

ストの注記には、次の事項を注記しなければならない。 

(1)～(3) （略） 

なお、機会費用の計算に当たっては、一定の仮定計算を行うも

のとする。 

(1) （略） 

(2) 地方公共団体出資等の機会費用は、資本金のうち地方公共団

 

 

 

 

 

 

 

＜注 57＞ 資本剰余金を減額したコスト等に関する注記（公立大学法

人等に限る。） 

当期総利益に、次に掲げる項目を加減した金額を注記するもの

とする。 

(1) （略） 

 

 

 

(2) （略） 

(3) （略） 

(4) （略） 

(5) （略） 

(6) （略） 

(7) （略） 

 

＜注 58＞＜注 59＞（略） 

  

＜注 60＞ 機会費用計算の注記について 

 公立大学法人の業務運営に関して住民等の負担に帰せられるコ

ストの注記には、次の事項を注記しなければならない。 

(1)～(3) （略） 

なお、機会費用の計算に当たっては、一定の仮定計算を行うも

のとする。 

(1) （略） 

(2) 地方公共団体出資等の機会費用は、資本金のうち地方公共団

行規則第１４条の３第１項の指定を受けた場合には、当該有価証

券を発行する特定研究成果活用支援事業者が認定特定研究成果活

用支援事業計画に沿って実施する特定研究成果活用支援事業の概

要、当該特定研究成果活用支援事業を実施する法人の財務状況及

び投資事業有限責任組合の活動状況について注記するものとす

る。 

 

  ＜注５５＞ 資本剰余金を減額したコスト等に関する注記 

 

当期総利益に、次に掲げる項目を加減した金額を注記するものと

する。 

  (1) （略） 

  (2) 「第７９ 特定の有価証券の会計処理」を行うこととされた有価

証券の投資事業有限責任組合損益相当額、評価損相当額、財務収

益相当額又は売却損益相当額 

  (3)～(8) （略） 

 

 

 

 

 

 

  ＜注５６＞＜注５７＞ （略） 

 

  ＜注５８＞ 機会費用計算の注記について 

    国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコ

ストの注記には、次の事項を注記しなければならない。 

   (1)～(3) （略） 

なお、機会費用の計算に当たっては、一定の仮定計算を行うも

のとする。 

   (1) （略） 

   (2) 政府出資等の機会費用は、資本金のうち政府出資金に「第７２ 
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体出資金に「第 79 運営費交付金等の会計処理」、「第 80 施設

費の会計処理」及び「第 81 補助金等の会計処理」による会計

処理を行った結果資本剰余金に計上された額を加算し、「第 87 

特定の資産の減価に係る会計処理」による減価償却相当累計額

（目的積立金を財源として取得した償却資産に係る減価償却相

当累計額を除く。）及び減損損失相当累計額(目的積立金を財源

として取得した償却資産に係る減損損失相当累計額を除く。)、

「第 88 特定の有価証券の会計処理」による有価証券損益相当

累計額（確定）及び有価証券損益相当累計額（その他）（目的積

立金を財源として取得した有価証券に係る有価証券損益相当累

計額（確定）及び有価証券損益相当累計額（その他）を除く。）

及び「第 91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」

による減価償却相当累計額及び利息費用相当累計額(目的積立

金を財源として取得した償却資産の資産除去債務に係る減価償

却相当累計額及び利息費用相当累計額を除く。)を控除した地方

公共団体出資等の純額に一定の利率を乗じて計算する。一定利

率については、国債の利回り等を参考にしつつ、簡明な数値を用

いることとし、その計算方法を注記する。 

 

 

(3) （略） 

 

体出資金に「第 79 運営費交付金等の会計処理」、「第 80 施設

費の会計処理」及び「第 81 補助金等の会計処理」による会計

処理を行った結果資本剰余金に計上された額を加算し、「第 87 

特定の資産の減価に係る会計処理」による減価償却相当累計額

（目的積立金を財源として取得した償却資産に係る減価償却相

当累計額を除く。）及び減損損失相当累計額(目的積立金を財源

として取得した償却資産に係る減損損失相当累計額を除く。)及

び「第 91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」

による減価償却相当累計額及び利息費用相当累計額(目的積立

金を財源として取得した償却資産の資産除去債務に係る減価償

却相当累計額及び利息費用相当累計額を除く。)を控除した地方

公共団体出資等の純額に一定の利率を乗じて計算する。一定利

率については、国債の利回り等を参考にしつつ、簡明な数値を用

いることとし、その計算方法を注記する。 

 

 

 

 

 

 

(3) （略） 

 

運営費交付金等の会計処理」、「第７３ 施設費の会計処理」、

「第７４ 補助金等の会計処理」及び「第９３ 国際卓越研究大学

固有の会計処理」による会計処理を行った結果資本剰余金に計上

された額を加算し、「第７８ 特定の償却資産の減価に係る会計

処理」による減価償却相当累計額（目的積立金を財源として取得

した償却資産に係る減価償却相当累計額を除く。）及び減損損失

相当累計額(目的積立金を財源として取得した償却資産に係る減

損損失相当累計額を除く。)及び「第７９ 特定の有価証券の会計

処理」による有価証券損益相当累計額（確定）及び有価証券損益

相当累計額（その他）（目的積立金を財源として取得した有価証

券に係る有価証券損益相当累計額（確定）及び有価証券損益相当

累計額（その他）を除く。）及び「第８６ 資産除去債務に係る特

定の除去費用等の会計処理」による減価償却相当累計額及び利息

費用相当累計額(目的積立金を財源として取得した償却資産の資

産除去債務に係る減価償却相当累計額及び利息費用相当累計額

を除く。) 及び除売却差額相当累計額（目的積立金を財源として

取得した資産に係る除売却差額相当累計額を除く。）を控除した

政府出資等の純額に一定の利率を乗じて計算する。一定利率につ

いては、国債の利回り等を参考にしつつ、簡明な数値を用いるこ

ととし、その計算方法を注記する。 

       (3) （略） 

 

第 88 特定の有価証券の会計処理 

設立団体の長は、産業競争力強化法第 21条の規定に基づき公立大学

法人が特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資金を出資すること

により取得しようとしている有価証券についてその評価損益、財務収益

及び売却損益を損益計算書に計上しないことが必要と認められる場合

には当該有価証券を指定することができる。当該有価証券に係る損益相

当額は、損益計算上の費用及び収益には計上せず、資本剰余金を増減す

ることとする。（注 71) 

 

＜注 71＞ 特定の有価証券の会計処理について 

 ［新設］ 

 

第７９ 特定の有価証券の会計処理 

国立大学法人等が保有する有価証券のうち、国立大学法人法施行規則

（平成１５年文部科学省令第５７号）第１４条の３第１項の指定を受け

た有価証券については、当該有価証券に係る損益相当額は、損益計算上

の費用及び収益には計上せず、資本剰余金を増減することとする。（注

６７) 

 

 

 

  ＜注６７＞ 特定の有価証券の会計処理について 
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１ 本会計処理は、産業競争力強化法第 21条に基づき、公立大学法

人が必要な資金の出資を行い取得する有価証券に係るものであ

る。 

２ 産業競争力強化法においては、公立大学法人の技術に関する研

究成果を、その事業活動において活用する者に対し、資金供給そ

の他の支援を実施しようとする者は、特定研究成果活用支援事業

計画を文部科学大臣及び経済産業大臣に提出して、その計画が適

当である旨の認定を受けることができる。 

公立大学法人は、この認定を受けた特定研究成果活用支援事業

者に対して、設立団体の長による認可を受けた上で、必要な資金

の出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うこととなる。 

３ このように、特定研究成果活用支援事業者に係る有価証券を公

立大学法人が取得するに当たっては、文部科学大臣及び経済産業

大臣による特定研究成果活用支援事業計画の認定、設立団体の長

による出資の認可を経て行うものであり公立大学法人の判断のみ

で実施できるものではない。 

４ また、認定特定研究成果活用支援事業計画に従って実施する特

定研究成果活用支援事業を実施する認定特定研究成果活用支援事

業者に対し行われる出資は、公立大学法人の財務状況に与える影

響が大きく、適切な会計処理を行うことを通じて、利害関係者や

住民に対し、公立大学法人の教育研究に係る財務情報を適切に開

示する必要がある。 

５ このため、会計処理としてはこの有価証券に係る投資事業有限

責任組合損益に相当する額、評価損に相当する額、財務収益に相

当する額及び売却損益に相当する額については、公立大学法人の

損益計算には含まれないものとする。 

６ 具体的には、取得資産の内容等を勘案すれば、公立大学法人の

会計上の財産的基礎の増加又は減少と考えるべきことから、公立

大学法人の資本剰余金を直接増減することによって処理するもの

とする。この取扱いは、取得時までに別途特定された有価証券に

限り行うものとする。 

７ 貸借対照表の資本剰余金の区分においては、「第 88 特定の有価

１ 本会計処理は、産業競争力強化法第２１条に基づき、国立大学法

人等が必要な資金の出資を行い取得する有価証券に係るものであ

る。 

２ 産業競争力強化法においては、国立大学法人等の技術に関する

研究成果を、その事業活動において活用して事業活動を行う者に

対し、資金供給その他の支援を実施しようとする者は、特定研究成

果活用支援事業計画を文部科学大臣及び経済産業大臣に提出し

て、その計画が適当である旨の認定を受けることができる。 

国立大学法人等は、この認定を受けた特定研究成果活用支援事

業者に対して、文部科学大臣による認可を受けた上で、必要な資

金の出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うこととなる。 

３ このように、特定研究成果活用支援事業に係る有価証券を国立

大学法人等が取得するに当たっては、文部科学大臣及び経済産業

大臣による特定研究成果活用支援事業計画の認定、文部科学大臣

による出資の認可を経て行うものであり国立大学法人等の判断の

みで実施できるものではない。 

４ また、認定特定研究成果活用支援事業計画に従って実施する特

定研究成果活用支援事業を実施する認定特定研究成果活用支援事

業者に対し行われる出資は、国立大学法人等の財務状況に与える

影響が大きく、適切な会計処理を行うことを通じて、利害関係者や

国民に対し、国立大学法人等の教育研究に係る財務情報を適切に

開示する必要がある。 

５ このため、会計処理としてはこの有価証券に係る投資事業有限

責任組合損益に相当する額、評価損に相当する額、財務収益に相当

する額及び売却損益に相当する額については、国立大学法人等の

損益計算には含まれないものとする。 

６ 具体的には、取得資産の内容等を勘案すれば、国立大学法人等の

会計上の財産的基礎の増加又は減少と考えるべきことから、国立

大学法人等の資本剰余金を直接増減することによって処理するも

のとする。この取扱いは、取得時までに別途特定された有価証券に

限り行うものとする。 

７ 貸借対照表の資本剰余金の区分においては、「第７９ 特定の有
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証券の会計処理」の規定に基づく有価証券損益相当累計額（確定）

及び有価証券損益相当累計額（その他）を表示しなければならな

い。これは、公立大学法人の会計上の財産的基礎の増減の程度を

表示し、当該有価証券に係る情報提供の機能を果たすことになる。 

 

価証券の会計処理」の規定に基づく有価証券損益相当累計額（確

定）及び有価証券損益相当累計額（その他）を表示しなければなら

ない。これは、国立大学法人等の会計上の財産的基礎の増減の程度

を表示し、当該有価証券に係る情報提供の機能を果たすことにな

る。 

 

第 113 会計処理の原則及び手続 

１ （略） 

２ 設立団体の長による指定を受けた有価証券を発行する会社等に係る

収益及び費用については、この章の規定に基づき算出した額は、連結損

益計算上の費用及び収益には計上せず、連結貸借対照表の資本剰余金を

増減することとする。 

３ （略） 

 

＜注 79＞ （略） 

 

第 112 会計処理の原則及び手続 

１ （略） 

 ［新設］ 

 

 

 

２ （略） 

 

＜注 77＞ （略） 

第９８ 会計処理の原則及び手続 

１ （略） 

２ 国立大学法人法施行規則第１４条の３第１項の指定を受けた有価証

券を発行する会社等に係る収益及び費用については、この章の規定に基

づき算出した額は、連結損益計算上の費用及び収益には計上せず、連結

貸借対照表の資本剰余金を増減することとする。 

３ （略） 

 

  ＜注８１＞ （略） 

第 135 連結財務諸表の注記 

連結財務諸表には、次の事項を注記しなければならない。 

(1)～（3） （略） 

 (4) 産業競争力強化法に基づく出資事業に関する事項 

産業競争力強化法第 21条の規定に基づき、公立大学法人が必要な

資金の出資を行い取得する有価証券について、設立団体の長によ

る指定を受けた場合には、当該有価証券を発行する特定研究成果

活用支援事業者が認定特定研究成果活用支援事業計画に沿って実

施する特定研究成果活用支援事業の概要、当該特定研究成果活用

支援事業を実施する法人の財務状況及び投資事業有限責任組合の

活用状況 

(5) （略） 

第 134 連結財務諸表の注記 

連結財務諸表には、次の事項を注記しなければならない。 

(1)～（3） （略） 

 ［新設］ 

 

 

 

 

 

 

 

(4) （略） 

第１２０ 連結財務諸表の注記 

連結財務諸表には、次の事項を注記しなければならない 

(1)～（4） （略） 

(5) 産業競争力強化法に基づく出資事業に関する事項 

産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号）第２１条の規定に基

づき、国立大学法人等が必要な資金の出資を行い取得する有価証券

について、国立大学法人法施行規則第１４条の３第１項の指定を受

けた場合には、当該有価証券を発行する特定研究成果活用支援事業

者が認定特定研究成果活用支援事業計画に沿って実施する特定研究

成果活用支援事業の概要、当該特定研究成果活用支援事業を実施す

る法人の財務状況及び投資事業有限責任組合の活用状況 

 (6) （略） 

 



　

（別紙）純資産変動計算書

当期変動額

　　　有価証券に係る確定損益

　　　有価証券に係る評価損益

   　　　 固定資産の除売却

　　　　　減価償却

　　　　　固定資産の減損

　　　　　設立団体等納付金の納付

　　　　　資産除去債務の履行に伴う取り崩し

　　　　　承継資産の使用等

　　　　　出資等に係る不要財産の出資等団体への
　　　　　納付

　　   　 ・・・

　　　　　その他の資本剰余金の当期変動額（純額）

　Ⅲ　利益剰余金（又は繰越欠損金）の当期変動額

　（１）　利益の処分又は損失の処理

　　　　　前中期目標期間からの繰越し

　　　　　利益処分による積立

　　　　　利益処分（又は損失処理）による取り崩し

　　　　　時の経過による資産除去債務の増加

当期末残高

　　　　　・・・

　（２）　その他

　　　　　当期純利益（又は当期純損失）

　　　　　前中期目標期間繰越積立金取崩額

　　　　　目的積立金取崩額

　　　　　・・・

　　　　　その他の利益剰余金の当期変動額（純額）

　Ⅳ　評価・換算差額等の当期変動額（純額）

当期変動額合計

純資産
合計設立団

体
出資金

その他
地方公
共団体
出資金

資本金
合計

その他
有価証
券評価
差額金

減価償
却相当
累計額
（－）

減損損
失相当
累計額
（－）

利息費
用相当
累計額
（－）

承継資
産に係
る費用
相当累
計額
（－）

除売却
差額相
当累計
額

（－）

公立大学法人以外の地方独立行政法人においては、
その他行政コスト累計額を表す

資本剰余
金合計

前中期
目標期
間繰越
積立金

（何）
積立金

積立金

当期未
処分利
益（又
は当期
未処理
損失）

Ⅳ　評価・換算差額等

・・・
評価・換
算差額等
合計

Ⅲ　利益剰余金（又は繰越欠損金）

うち当
期総利
益（又
は当期
総損
失）

利益剰
余金
（又は
繰越欠
損金）
合計

　Ⅱ　資本剰余金の当期変動額

   　　　 固定資産の取得

   　　　 出資等に係る不要財産の出資等団体への
　　　　　納付による減資

資本剰
余金

Ⅰ　資本金 Ⅱ　資本剰余金

当期首残高

　Ⅰ　資本金の当期変動額

   　　　 出資金の受入

有価証
券損益
相当累
計額(確
定)(±)

有価証
券損益
相当累
計額(そ

の
他)(±)
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